
報酬月額
665,000円

４・５・６月の平均
報酬月額　６３４,０００円

　上限改定前の従前の標準報酬報酬月額が62万円（報酬月額63万5千円未満）であったところ、令和2年5
月に昇給等（固定的な賃金の変動）があり、5・6・7月の報酬月額の平均が66万5千円となった。
しかし、令和2年8月時点（上限改定前）では月額変更に該当しないため、令和2年4・5・6月（定時決定）の報
酬月額である63万4千円に基づき標準報酬月額が62万円（31等級）となったケース。

※ 令和2年5～7月の報酬月額の平均は66万5千円のため、実情に合わせて32等級・標準報酬月額65
万円に改定することができます。

⇒ 令和2年9月の月額変更（31等級→32等級）を届出することができます。

４月

報酬月額
605,000円

報酬月額
650,000円

報酬月額
647,000円

報酬月額
698,000円

報酬月額
665,000円

１.（１）　８月改定の随時改定（昇給等）【従前標準報酬月額６２万円（報酬月額６３５,０００円未満）で、
　　昇給により 報酬月額６６５,０００円以上になる場合】

５・６・７月の平均
報酬月額　６６５,０００円

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

固定的賃金の変動

令和２年９月１日

上限改定

上限改定前→定時決定 標準報酬月額６２万円

上限改定後→職権改定対象外 標準報酬月額６２万円

本特例的な取扱いにより標準報酬月額６５万円に改定可能



４・５・６月の平均
報酬月額　６３５,０００円

　上限改定前の従前の標準報酬報酬月額が62万円（報酬月額66万5千円以上）であったところ、令和2年5
月に降給等（固定的な賃金の変動）があり、5・6・7月の報酬月額の平均が62万円となった。
しかし、令和2年8月時点（上限改定前）では月額変更に該当しないため、令和2年4・5・6月（定時決定）の報
酬月額である63万5千円に基づき標準報酬月額が65万円（32等級）となったケース。

※ 令和2年5～7月の報酬月額の平均は62万円のため、実情に合わせて31等級・標準報酬月額62万円
に改定することができます。

⇒ 令和2年9月の月額変更（32等級→31等級）を届出することができます。

報酬月額
665,000円

報酬月額
620,000円

報酬月額
620,000円

報酬月額
620,000円

報酬月額
620,000円

報酬月額
620,000円

１.（２）　８月改定の随時改定（降給等）【従前標準報酬月額６２万円（報酬月額６６５,０００円以上）で、
　　降給により報酬月額６０５,０００円以上６３５,０００円未満になる場合】

５・６・７月の平均
報酬月額　６２０,０００円

４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

固定的賃金の変動

令和２年９月１日

上限改定

上限改定前→定時決定 標準報酬月額６２万円

上限改定後→職権改定 標準報酬月額６５万円

本特例的な取扱いにより標準報酬月額６２万円に改定可能



　上限改定前の従前の標準報酬報酬月額が62万円（報酬月額66万5千円以上）であったところ、令和2年6
月に降給等（固定的な賃金の変動）があり、6・7・8月の報酬月額の平均が62万円となった。
しかし、令和2年8月時点（上限改定前）では月額変更に該当しないため、令和2年4・5・6月（定時決定）の報
酬月額である65万円に基づき標準報酬月額が65万円（32等級）となったケース。

※　令和2年6～8月の報酬月額の平均は62万円のため、実情に合わせて31等級・標準報酬月額62万円
　に改定することができます。
⇒　令和2年9月の月額変更（32等級→31等級）を届出することができます。

報酬月額
665,000円

報酬月額
665,000円

報酬月額
620,000円

報酬月額
620,000円

報酬月額
620,000円

報酬月額
620,000円

４・５・６月の平均
報酬月額　６５０,０００円

１.（３）　９月改定の随時改定（降給等）【従前標準報酬月額６２万円（報酬月額６６５,０００円以上）で、
　　降給により報酬月額６０５,０００円以上６３５,０００円未満になる場合】

６・７・８月の平均
報酬月額　６２０,０００円

４月 ５月

６月 ７月 ８月 ９月

固定的賃金の変動

令和２年９月１日

上限改定

上限改定前→定時決定 標準報酬月額６２万円

上限改定後→職権改定 標準報酬月額６５万円

本特例的な取扱いにより標準報酬月額６２万円に改定可能



698,000円

650,000円 647,000円

２.（１）　７月改定の随時改定（昇給等）（年間平均）
　【従前標準報酬月額５９万円以下で、昇給により報酬月額６６５,０００円以上になる場合】

６月

４月 ５月
78,000円

７月 ８月 30,000円 27,000円

30,000円20,000円 15,000円 ９月 1０月 1１月 １２月 １月 ２月 ３月 30,000円 30,000円

　上限改定前の従前の標準報酬月額は59万円であったところ、令和2年4月に昇給等（固定的な賃金の変動）があった。4・5・6月の報酬月額の平
均が66万5千円となり、2等級以上の差が生じた。しかし、この時期は業務の性質上、繁忙期で業務が集中する等、非固定的賃金（残業代等）が著
しく増加することが例年見込まれていることから年間平均による随時改定を行おうとしたが、年間平均（非固定的賃金を年間平均した場合の4・5・6
月の報酬の平均額）による報酬月額と、通常の随時改定による報酬月額（4・5・6月の報酬の平均額）に2等級以上の差がないため年間平均による
随時改定を行うことができず、7月改定の通常の随時改定により標準報酬月額62万（報酬月額66万5千円）の等級に改定された。これにより、令和2
年9月の上限改定に伴い標準報酬月額が65万円（32等級）となったケース。

※ 年間平均（令和1年7月～令和2年6月）での報酬月額の平均は634,167円のため、実情に合わせて31等級・標準報酬月額62万円に改定する
ことができます。

⇒ 令和2年9月の月額変更（32等級→31等級）を届出することができます。

590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円

昇給等により増加

した固定的賃金

残業代等

非固定的賃金

従前の標準報酬月額→５９万円

非固定的賃金を年間平均した場合の報酬月額

→（１７０,０００円÷１２）＋６２０,０００円＝６３４,１６７円

４・５・６月の平均報酬月額→６６５,０００円

上限改定前→通常の随時改定（７月改定）

標準報酬月額６２万円（報酬月額６６５,０００円）

上限改定後→職権改定（９月改定）

標準報酬月額６５万円（報酬月額６６５,０００円）

本特例的な取扱い（年間平均）により標準報酬月額

６２万円（報酬月額６３４,１６７円）に改定可能



698,000円

650,000円 647,000円

２.（２）　８月改定の随時改定（昇給等）（年間平均）
　　　　　【従前標準報酬月額５９万円以下で、昇給により報酬月額６６５,０００円以上になる場合】

７月

５月 ６月
78,000円

８月 ９月 30,000円 27,000円

30,000円20,000円 15,000円 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 30,000円 30,000円

　　上限改定前の従前の標準報酬月額は59万円であったところ、令和2年5月に昇給等（固定的な賃金の変動）があった。5・6・7月の報酬月額の平
均が66万5千円となり、2等級以上の差が生じた。しかし、この時期は業務の性質上、繁忙期で業務が集中する等、非固定的賃金（残業代等）が著
しく増加することが例年見込まれていることから年間平均による随時改定を行おうとしたが、年間平均（非固定的賃金を年間平均した場合の5・6・7
月の報酬の平均額）による報酬月額と、通常の随時改定による報酬月額（5・6・7月の報酬の平均額）に2等級以上の差がないため年間平均による
随時改定を行うことができず、8月改定の通常の随時改定により標準報酬月額62万（報酬月額66万5千円）の等級に改定された。これにより、令和2
年9月の上限改定に伴い標準報酬月額が65万円（32等級）となったケース。

※　年間平均（令和1年8月～令和2年7月）での報酬月額の平均は634,167円のため、実情に合わせて31等級・標準報酬月額62万円に改定する
　ことができます。
⇒　令和2年9月の月額変更（32等級→31等級）を届出することができます。

590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円 590,000円

昇給等により増加

した固定的賃金

残業代等

非固定的賃金

従前の標準報酬月額→５９万円

非固定的賃金を年間平均した場合の報酬月額

→（１７０,０００円÷１２）＋６２０,０００円＝６３４,１６７円

５・６・７月の平均報酬月額→６６５,０００円

上限改定前→通常の随時改定（８月改定）

標準報酬月額６２万円（報酬月額６６５,０００円）

上限改定後→職権改定（９月改定）

標準報酬月額６５万円（報酬月額６６５,０００円）

本特例的な取扱い（年間平均）により標準報酬月額

６２万円（報酬月額６３４,１６７円）に改定可能



２.（３）　定時決定後の随時改定（４月降給等）（年間平均）
　　　　　【従前標準報酬月額６２万円（報酬月額６６５,０００円以上）で、降給により報酬月額５７５,０００円未満になる場合】

９月 1０月 1１月 １２月 １月 ２月

90,000円
３月

７月 65,000円 60,000円

８月
90,000円 95,000円 110,000円 110,000円 100,000円

６月

560,000円 560,000円 560,000円

　上限改定前の従前の標準報酬月額は62万円（報酬月額66万5千円以上）であったところ、令和2年4月に降給（固定的な賃金の変動）があった。
4・5・6月の報酬月額の平均が56万円となり、2等級以上の差が生じた。しかし、この時期は業務の性質上、閑散期で業務が少なくなる等、非固定的
賃金（残業代等）が著しく減少することが例年見込まれていることから年間平均による随時改定を行おうとしたが、年間平均（非固定的賃金を年間
平均した場合の4・5・6月の報酬の平均額）による報酬月額と、従前の標準報酬月額に等級差がないため年間平均による随時改定を行うことがで
きず、令和2年9月の定時決定により標準報酬月額56万（報酬月額56万円）の等級に改定されたケース。

※　年間平均（令和1年7月～令和2年6月）での報酬月額の平均は620,000円のため、実情に合わせて31等級・標準報酬月額62万円に改定する
　ことができます。
⇒　令和2年9月の月額変更（29等級→31等級）を届出することができます。

665,000円 665,000円 665,000円 665,000円

４月 ５月
665,000円 665,000円 665,000円 665,000円 665,000円

降給等により減少

した固定的賃金

残業代等

非固定的賃金

A：従前の標準報酬月額→６２万円（報酬月額６６５,０００円以上）

C：非固定的賃金を年間平均した場合の報酬月額

→（７２０,０００円÷１２）＋５６０,０００円＝６２０,０００円

B：４・５・６月の平均報酬月額→５６０,０００円

上限改定前→AとCの等級差がないため随時

改定（年間平均）不該当
定時決定→標準報酬月額５６万円

本特例的な取扱い（年間平均）により標準報酬月額

６２万円に改定可能



２.（４）　定時決定後の随時改定（５月降給等）（年間平均）
　【従前標準報酬月額６２万円（報酬月額６６５,０００円以上）で、降給により報酬月額５７５,０００円未満になる場合】

1０月 1１月 １２月 １月 ２月 ３月

90,000円
４月

８月
65,000円60,000円

９月
90,000円 95,000円 110,000円 110,000円 100,000円

７月

560,000円 560,000円 560,000円

　上限改定前の従前の標準報酬月額は62万円（報酬月額66万5千円以上）であったところ、令和2年5月に降給（固定的な賃金の変動）があった。
5・6・7月の報酬月額の平均が56万円となり、2等級以上の差が生じた。しかし、この時期は業務の性質上、閑散期で業務が少なくなる等、非固定的
賃金（残業代等）が著しく減少することが例年見込まれていることから年間平均による随時改定を行おうとしたが、年間平均（非固定的賃金を年間
平均した場合の5・6・7月の報酬の平均額）による報酬月額と、従前の標準報酬月額に等級差がないため年間平均による随時改定を行うことがで
きず、令和2年9月の定時決定により標準報酬月額59万円の等級となったケース。

※ 年間平均（令和1年8月～令和2年7月）での報酬月額の平均は620,000円のため、実情に合わせて31等級・標準報酬月額62万円に改定する
ことができます。

⇒ 令和2年9月の月額変更（30等級→31等級）を届出することができます。

665,000円 665,000円 665,000円 665,000円

５月 ６月
665,000円 665,000円 665,000円 665,000円 665,000円

降給等により減少

した固定的賃金

残業代等

非固定的賃金

A：従前の標準報酬月額→６２万円（報酬月額６６５,０００円以上）

C：非固定的賃金を年間平均した場合の報酬月額

→（７２０,０００円÷１２）＋５６０,０００円＝６２０,０００円

B：５・６・７月の平均報酬月額→５６０,０００円

上限改定前→AとCの等級差がないため随時

改定（年間平均）不該当
定時決定→標準報酬月額５９万円

本特例的な取扱い（年間平均）により標準報酬月額

６２万円に改定可能



※ ⑨支給月とは、給与の対象となった計算月ではなく実際に給与の支払いを行った月となります。

健　康　保　険
厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届

令和 2 年 10 月 4 日提出

事 業 所

整理記号
00 - ｹｲﾄ

事業所

所在地

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

〒 168 - 8500

東京都杉並区高井戸3-2-1

事業所

名　称 株式会社　健保産業

社会保険労務士記載欄

事業主

氏　名 　　代表取締役社長 健保　良一
氏 名 等

④ 改定年月
⑰ 個人番号［基礎年金番号］

※70歳以上被用者の場合のみ

⑤ 従前の標準報酬月額 ⑥ 従前改定月 ⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額

電話番号 03 ( 5432 ) 6789

⑮ 平均額

⑯ 修正平均額

5 年金　一郎 5-311115 2 9

⑱ 備考
⑨ ⑩ 報酬月額 ⑭ 総計

給与

支給月

給与計算の

基礎日数
⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計（⑪+⑫）

① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日

年 月

⑦昇(降)給 1．昇給 ⑧遡及支払額
1．70歳以上被用者月額変更

5 月

健 厚 620 2 9
千円 千円 年 月 2．降給 月 円 2. 二以上勤務

⑨支給月 ⑩日数 ⑪通貨 ⑫現物 ⑬合計(⑪＋⑫) ⑭総計
3. 短時間労働者（特定適用事業所等）

5 30 650,000 0 650,000 1,995,000月 日 円 円 円 円 4. 昇給・降給の理由

6 31 647,000 0 647,000

7 30 698,000 0 698,000
⑯修正平均額

⑮平均額 （ ）

665,000月 日 円 円 円 円 5. 健康保険のみ月額変更

（　70歳到達時の契約変更等　）

6. その他（　　上限改定 ）
月 日 円 円 円 円

15 厚年　次郎 7-010610 2 9

健 厚 650 2 9 1．70歳以上被用者月額変更

5 月 円 2. 二以上勤務

年 月

⑬合計(⑪＋⑫) ⑭総計

千円 千円 年 月 2．降給 月

⑦昇(降)給 1．昇給 ⑧遡及支払額

円 円 円 4. 昇給・降給の理由

6 31 620,000 0 620,000
⑮平均額

3. 短時間労働者（特定適用事業所等）

5 30 620,000 0 620,000 1,860,000月 日 円

⑨支給月 ⑩日数 ⑪通貨 ⑫現物

7 30 620,000 0 620,000
⑯修正平均額

（ ）

620,000月 日 円 円 円 円 5. 健康保険のみ月額変更

（　70歳到達時の契約変更等　）

6. その他（　　上限改定 ）
月 日 円 円 円 円
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健 厚 650 2 9 1．70歳以上被用者月額変更

4 月 円 2. 二以上勤務

年 月

⑬合計(⑪＋⑫) ⑭総計

千円 千円 年 月 2．降給 月

⑦昇(降)給 1．昇給 ⑧遡及支払額

円 円 円 4. 昇給・降給の理由

5 30 647,000 0 647,000
⑮平均額

3. 短時間労働者（特定適用事業所等）

4 31 650,000 0 650,000 1,995,000月 日 円

⑨支給月 ⑩日数 ⑪通貨 ⑫現物

（ ）

665,000月 日 円 円 円 円 5. 健康保険のみ月額変更

（　70歳到達時の契約変更等　）

634,167 6. その他（　　上限改定　年間平均   ）
月 日 円 円 円 円

6 31 698,000 0 698,000
⑯修正平均額

年 月

⑦昇(降)給 1．昇給 ⑧遡及支払額
1．70歳以上被用者月額変更

月

健 厚

千円 千円 年 月 2．降給 月 円 2. 二以上勤務
⑨支給月 ⑩日数 ⑪通貨 ⑫現物 ⑬合計(⑪＋⑫) ⑭総計

3. 短時間労働者（特定適用事業所等）

月 日 円 円 円 円 4. 昇給・降給の理由
⑮平均額 （ ）

月 日 円 円 円 円 5. 健康保険のみ月額変更

（　70歳到達時の契約変更等　）

6. その他（ ）
月 日 円 円 円 円

⑯修正平均額

年 月

⑦昇(降)給 1．昇給 ⑧遡及支払額
1．70歳以上被用者月額変更

月

健 厚

千円 千円 年 月 2．降給 月 円 2. 二以上勤務
⑨支給月 ⑩日数 ⑪通貨 ⑫現物 ⑬合計(⑪＋⑫) ⑭総計

3. 短時間労働者（特定適用事業所等）

月 日 円 円 円 円 4. 昇給・降給の理由

⑯修正平均額

⑮平均額 （ ）

月 日 円 円 円 円 5. 健康保険のみ月額変更

（　70歳到達時の契約変更等　）

6. その他（ ）
月 日 円 円 円 円

１

項

目

提

出

者

記

入

欄

受付印

２

３

４

５

① ② ③ ④ ⑰

⑤ ⑥ ⑱

① ② ③ ④ ⑰

⑤ ⑥ ⑱

① ② ③ ④ ⑰

⑤ ⑥ ⑱

① ② ③ ④ ⑰

⑤ ⑥ ⑱

① ② ③ ④ ⑰

⑤ ⑥ ⑱

⑰

⑰⑰

⑰⑰⑰

⑰⑰⑰⑰

① ② ③ ④

⑤ ⑥

① ② ③ ④

⑤ ⑥

② ③ ④

⑥

② ③ ④

⑤ ⑥

② ③ ④

⑤ ⑥

② ③ ④

⑤ ⑥

② ③ ④

⑤ ⑥

② ③ ④

⑤ ⑥

⑤ ⑥ ⑱

① ② ③ ④

⑥

改定月は必ず「２年９月」としてください。実際に報酬の変動

があった月からの

３か月間を記載し

てください。

記 載 例

その他の記載欄に「上限改定」

と記載してください。

① ② ③ ④

⑤ ⑥

② ③ ④

⑥

② ③ ④

⑥⑥

② ③ ④

⑥

② ③ ④

⑥

④

「年間平均」の額を記載し

てください。

その他の備考欄に「上限

改定」、「年間平均」と

記載してください。

「年間平均」による随時改定を提出する場合、

別途、【様式１】「年間報酬の平均で算定する

ことの申立書（随時改定用）」及び【様式２】

「被保険者の同意書」が必要です。

※ 本特例的な改定に関する届出は、紙媒体のみで申請可能となります。
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